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三田市条例第  号 

 

三田市障害児療育センター条例の一部を改正する条例 

 

三田市障害児療育センター条例（平成９年三田市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１号中「第１６４号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「事業」

を「児童発達支援事業」に改め、同条第２号を次のように改める。 

(2) 法第６条の２の２第６項に規定する保育所等訪問支援事業 

第３条に次の２号を加える。 

(3) 法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援事業並びに障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１８項に規定する基本相談支援及

び計画相談支援事業 

(4) その他市長が必要と認める事業 

第４条から第６条までを次のように改める。 

（定員） 

第４条 前条第１号に規定する事業の定員は、１日当たり４５人以内とする。 

（利用できる者の範囲） 

第５条 事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に

定める者とする。 

(1) 第３条第１号及び第２号に規定する事業 法第２１条の５の５第１項の規定

による障害児通所給付費を支給する旨の決定を受けた児童 

(2) 第３条第３号に規定する事業 法第２４条の２６第１項に規定する障害児相

談支援対象保護者及びその児童並びに障害者総合支援法第５１条の１７第１項

に規定する計画相談支援対象障害者等及びその児童 

(3) 第３条第４号に規定する事業 市長が必要と認める者 

（利用料等） 

第６条 第３条に規定する事業の利用料等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、

当該各号に定める額及び事業の実施に要する実費相当額の合計額とする。 

(1) 第３条第１号又は第２号に規定する事業 法第２１条の５の３第２項第１号



に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に

要した費用の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額）及

び同条第１項に規定する食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用

のうち厚生労働省令で定める費用の額の合計額 

(2) 第３条第３号に規定する事業 法第２４条の２６第２項に規定する厚生労働

大臣が定める基準により算定した費用の額及び障害者総合支援法第５１条の１

７第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計

額 

(3) 第３条第４号に規定する事業 市長が別に定める額 

 第９条の２第２項第１号を次のように改める。 

 (1) 第３条に規定する事業の実施に関する業務 

 第９条の２第３項中「第４条（同条の表を除く。以下同じ。）、第７条及び第８条

の規定」を「第５条から第８条までの規定」に、「第４条及び」を「第５条中「市長」

とあるのは「指定管理者」と、第６条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長

の承認を得て」と、」に改める。 

 第１０条を第１１条とし、第９条の２の次に次の１条を加える。 

 （利用料等の収受） 

第１０条 前条第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に

あっては、市長は、第６条に規定する利用料等を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。 

   付 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


